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Ⅱ 新 法
しんぽう

制 定
せいてい

と実 現
じつげん

への道 程
どうてい

 

 

Ⅱ－1．旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

 

【表 題
ひょうだい

】旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

【結 論
けつろん

】 

○自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく事 業
じぎょう

への移行
いこう

期限
きげん

終 了 後
しゅうりょうご

も、一 定
いってい

の要 件
ようけん

のもと

従 前
じゅうぜん

の運営費
うんえいひ

の 10割
わり

を保 障
ほしょう

するなどの支援
しえん

策
さく

を継 続
けいぞく

する。 

【説 明
せつめい

】 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく事 業
じぎょう

に移行
いこう

することで、経 営
けいえい

努 力
どりょく

にもかかわらず

大
おお

きく減 収
げんしゅう

となる事 業 所
じぎょうしょ

は移行
いこう

期限
きげん

である平 成
へいせい

24年
ねん

3月
がつ

まで移行
いこう

できな

い上
うえ

に、移行後
いこうご

の運 営
うんえい

に大
おお

きな不安
ふあん

を抱
かか

えている。また、東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

や福 島
ふくしま

原 子 力
げんしりょく

発 電 所
はつでんじょ

事故
じ こ

の影 響
えいきょう

で、期限内
きげんない

の移行
いこう

が不可能
ふかのう

になったとこ

ろもある。 

 こうしたことを踏
ふ

まえ、現 行
げんこう

の事 業
じぎょう

運 営
うんえい

安定化
あんていか

事 業
じぎょう

による 10割
わり

保 障
ほしょう

を、移行
いこう

期間
きかん

終 了 後
しゅうりょうご

も継 続
けいぞく

する。 
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Ⅱ－２．障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

と基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

 

【表 題
ひょうだい

】①障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を補完
ほかん

する基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

【結 論
けつろん

】 

○ 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を 円 滑
えんかつ

に推 進
すいしん

し、その 実 効 性
じっこうせい

を高
たか

めるために

必 要
ひつよう

な事 業
じぎょう

であって、報 酬
ほうしゅう

体 系
たいけい

に組
く

み込
こ

むことが困 難
こんなん

なものについては、

基金
ききん

事 業
じぎょう

として実施
じっし

する。 

○基金
きん

事 業
じぎょう

は、都道府県
とどうふけん

が実施
じっし

するものと市 町 村
しちょうそん

が実施
じっし

するものに分
わ

かれ

る。 

【説 明
せつめい

】 

現 行
げんこう

の基金
ききん

事 業
じぎょう

の成果
せいか

を 検
けん

証
しょう

するとともにその位置付
い ち づ

けを見直
みなお

し、

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を補完
ほかん

する上
うえ

で有 効
ゆうこう

な事 業
じぎょう

は、継 続
けいぞく

あるいは創 設
そうせつ

する。 

例
たと

えば、施設
しせつ

、病 院
びょういん

からの地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

や、親 元
おやもと

からの地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

を

推 進
すいしん

するための基盤
きばん

整備
せいび

事 業
じぎょう

は重 要
じゅうよう

である。具体的
ぐたいてき

には、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

定 員
ていいん

や精神科
せいしんか

病 院
びょういん

の病 床 数
びょうしょうすう

の削 減
さくげん

を伴
ともな

って地域
ちいき

生 活
せいかつ

への定 着
ていちゃく

を支援
しえん

する

事 業
じぎょう

や、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

を閉
へい

鎖
とざ

して地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支援
しえん

する先駆的
せんくてき

な事 業 所
じぎょうしょ

への

支援
しえん

などが考
かんが

えられる。利用者
りようしゃ

個人
こじん

に対
たい

しては、現 行
げんこう

の「地域
ちいき

移行
いこう

支度
したく

経費
けいひ

支援
しえん

事 業
じぎょう

」（入 所
にゅうしょ

、精神科
せいしんか

病 院
びょういん

から地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

を促 進
そくしん

するため、

地域
ちいき

での生 活
せいかつ

において必 要
ひつよう

となる物 品
ぶっぴん

の購 入
こうにゅう

について支援
しえん

―一人
ひとり

当
あ

たり 3

万 円
まんえん

）のような事 業
じぎょう

が考
かんが

えられる。 

 

【表 題
ひょうだい

】②障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の体 系
たいけい

への移行
いこう

を支援
しえん

するための基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

【結 論
けつろん

】 

○自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく事 業
じぎょう

体 系
たいけい

から新 法
しんぽう

に基
もと

づく支援
しえん

体 系
たいけい

への移行
いこう

を

円 滑
えんかつ

に推 進
すいしん

するために、利用者
りようしゃ

と事 業 者
じぎょうしゃ

双 方
そうほう

を支援
しえん

する基金
ききん

事 業
じぎょう

を

設
もう

ける。 

○都道府県
とどうふけん

が実施
じっし

する基金
ききん

事 業
じぎょう

と市 町 村
しちょうそん

が実施
じっし

する基金
ききん

事 業
じぎょう

を設
もう

ける。 
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○基金
きん

事 業
じぎょう

の期間
きかん

は 2段 階
だんかい

とする。 

①法
ほう

施行
しこう

時
じ

から平 成
へいせい

25年
ねん

7月
がつ

まで 

②平 成
へいせい

25年
ねん

8月
がつ

から平 成
へいせい

31年
ねん

3月
がつ

まで 

【説 明
せつめい

】 

自立
じりつ

支援法
しえんほう

への移行
いこう

に関
かん

しては様 々
さまざま

な基金
ききん

事 業
じぎょう

が実施
じっし

され一 定
いってい

の成果
せいか

があったが、基金
ききん

事 業
じぎょう

のメニュ
め に ゅ

ーの選 択
せんたく

は都道府県
とどうふけん

に任
まか

せたため、都道府県
とどうふけん

格差
かくさ

が生
しょう

じた。こうした点
てん

を踏
ふ

まえ、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の支援
しえん

体 系
たいけい

への移行
いこう

に当
あ

た

っては、基盤
きばん

整備
せいび

のような全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の事 業
じぎょう

は格差
かくさ

が出
で

ないようにする。 

この基金
ききん

事 業
じぎょう

は、都道府県
とどうふけん

、市 町 村
しちょうそん

及
およ

び事 業 所
じぎょうしょ

が新 法
しんぽう

への移行
いこう

を円 滑
えんかつ

に行
おこな

うことを支援
しえん

するためのものであり、その領 域
りょういき

は就 労
しゅうろう

支援
しえん

、相 談
そうだん

支援
しえん

、

権利
けんり

擁護
ようご

、人 材
じんざい

養 成
ようせい

・研 修
けんしゅう

等
とう

の幅 広
はばひろ

い分野
ぶんや

にわたる。 

この基金
ききん

事 業
じぎょう

は①法
ほう

施行
しこう

時
じ

から平 成
へいせい

25年
ねん

7月
がつ

まで、②平 成
へいせい

25年
ねん

8月
がつ

から

平 成
へいせい

31年
ねん

3月
がつ

までの二期
に き

に分
わ

けて実施
じっし

する。 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要
よう

する課題
かだい

の整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

 

【表 題
ひょうだい

】①利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

【結 論
けつろん

】 

○応
おう

能
のう

負担
ふたん

でも低 所 得 者
ていしょとくしゃ

には軽 減
けいげん

策
さく

をとり、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を 0円
えん

にする。 

○障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

装具
そうぐ

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、介護
かいご

保険
ほけん

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を合
ごう

算
さん

し過大
かだい

な負担
ふたん

とならないようにする。 

○所 得
しょとく

区分
くぶん

の認 定
にんてい

においては利用者
りようしゃ

本 人
ほんにん

を基本
きほん

とし配 偶 者
はいぐうしゃ

を含
ふく

めない

こと。 

【説 明
せつめい

】 

所 得
しょとく

保 障
ほしょう

がなされない中
なか

で低 所 得 者
ていしょとくしゃ

には過度
か ど

な利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を課
か

すべき

でない。 

つなぎ法
ほう

では応
おう

能
のう

負担
ふたん

になるが、新 法
しんぽう

ができるまで、応
おう

能
のう

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

策
さく

を

低 所 得 者
ていしょとくしゃ

に現 在
げんざい

のように 0円
えん

になるような配 慮
はいりょ

が必 要
ひつよう

。 

 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の合 算
がっさん

では地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

、介護
かいご

保険
ほけん

の

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を合
ごう

算
さん

し、軽 減
けいげん

できるようにする。 

 

【表 題
ひょうだい

】②地域
ちいき

での自立
じりつ

した暮
く

らしのための支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

【結 論
けつろん

】 

○障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に連 動
れんどう

する国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を支 給
しきゅう

決 定 量
けっていりょう

の上 限
じょうげん

としては

ならないことについて自治体
じちたい

に徹 底
てってい

させる。国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を超
こ

える分
ぶん

の

国
くに

から市 町 村
しちょうそん

への財 政
ざいせい

支援
しえん

を行
おこな

う。 

○地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の地域
ちいき

格差
かくさ

の解 消
かいしょう

に為
ため

に予算
よさん

を確保
かくほ

する。 

○移送
いそう

支援
しえん

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

、重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の知的
ちてき

・精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

、障 害 児
しょうがいじ

へ

の対 象
たいしょう

拡 大
かくだい

を行
おこな

う。 

【説 明
せつめい

】 

新 法
しんぽう

移行
いこう

に向
む

けて、平 成
へいせい

24年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から可能
かのう

な施策
しさく

は実施
じっし

する。必 要
ひつよう

な



 

25 

 

支援
しえん

の量
りょう

が障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に連 動
れんどう

する国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を超
こ

える場合
ばあい

、 相 談
そうだん

支援
しえん

とケアプラン
け あ ぷ ら ん

を検
けん

証
しょう

した上
うえ

で支 給
しきゅう

できるように、国
くに

が市 町 村
しちょうそん

に財 政
ざいせい

支援
しえん

を行
おこな

う。 

 移動
いどう

支援
しえん

、日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

などは地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

ではなく、個別
こべつ

給 付
きゅうふ

に

する。 

 

【表 題
ひょうだい

】③報 酬
ほうしゅう

構 造
こうぞう

の見直
みなお

し、加算
かさん

の整理
せいり

と報 酬
ほうしゅう

改 訂
かいてい

、 

【結 論
けつろん

】 

○各 種
かくしゅ

の加算
かさん

を整理
せいり

し、可能
かのう

なものは基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

に組
く

み入
い

れていく。 

【説 明
せつめい

】 

複 雑
ふくざつ

な加算
かさん

制度
せいど

を基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

に組
く

み入
い

れることで、事務
じ む

処理
しょり

を簡素化
かんそか

してい

く事
こと

が必 要
ひつよう

である。但
ただ

し、人 的
じんてき

な支援
しえん

を手厚
てあつ

く実施
じっし

していく場合
ばあい

や看護師
かんごし

、

理学
りがく

療 法 士
りょうほうし

、作 業
さぎょう

療 法 士
りょうほうし

、臨 床
りんしょう

心理士
しんりし

、等
とう

の専 門
せんもん

職
しょく

を加配
かはい

した場合
ばあい

な

どの配置
はいち

加算
かさん

は考 慮
こうりょ

する。 

 

【表 題
ひょうだい

】④介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して 

【結 論
けつろん

】 

○介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

は基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

に組
く

み込
こ

む。 

【説 明
せつめい

】 

介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

は、介護
かいご

職 員
しょくいん

の 処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

に取
と

り組
く

む事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、平 成
へいせい

23年度
ねんど

末
すえ

までの間
あいだ

、介護
かいご

職 員
しょくいん

（常 勤
じょうきん

換 算
かんさん

）1人当
あ

た

り月 額
げつがく

平 均
へいきん

1.5万 円
まんえん

を交
こう

付
ふ

するものであるが、対 象
たいしょう

職 員
しょくいん

が限 定
げんてい

されてい

る、諸手続
しょてつづ

きが複 雑
ふくざつ

であるなどの問 題 点
もんだいてん

がある。こうした点
てん

を解 消
かいしょう

する

観 点
かんてん

から、基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

に組
く

み入
い

れて事 業 所
じぎょうしょ

全 体
ぜんたい

の賃 金
ちんぎん

の底上
そこあ

げを図
はか

る。

なお、現 政 権
げんせいけん

のマニフェスト
ま に ふ ぇ す と

では、「介護
かいご

労 働 者
ろうどうしゃ

の賃 金
ちんぎん

を月
つき

4万 円
まんえん

程度
ていど

引
ひ

き上
あ

げます」としており、引
ひ

き続
つづ

き、取
と

り組
く

みを強
つよ

める。 

 

【表 題
ひょうだい

】⑤通 所
つうじょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

の交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して 

【結 論
けつろん

】 
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○通所サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

の交付
こうふ

金
きん

は報 酬
ほうしゅう

に組
く

み込
こ

む。 

【説 明
せつめい

】 

日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

を利用
りよう

するには送 迎
そうげい

は必 要
ひつよう

である。また、医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を

必 要
ひつよう

とする人
ひと

の送 迎
そうげい

には看護師
かんごし

の添 乗
てんじょう

も必 要
ひつよう

になる。現 行
げんこう

の生 活
せいかつ

介護
かいご

には 送 迎
そうげい

経費
けいひ

も含
ふく

まれているとの 解 釈
かいしゃく

があるが、 他
ほか

の通 所
つうしょ

事 業
じぎょう

には

送 迎
そうげい

経費
けいひ

は含
ふく

まれていない。送 迎
そうげい

を行
おこな

う事 業 所
じぎょうしょ

への通 所
つうじょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

の交付
こうふ

金
きん

は、実 績
じっせき

に応
おう

じて報 酬
ほうしゅう

に含
ふく

まれるようにする。 

 

【表 題
ひょうだい

】⑥総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の策 定
さくてい

及
およ

び実施
じっし

のための調 査
ちょうさ

等
とう

について 

【結 論
けつろん

】 

○地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

に向
む

けた施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

、入 院
にゅういん

患 者
かんじゃ

への実 態
じったい

調 査
ちょうさ

等
とう

を実施
じっし

する。 

○新
あら

たな支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組
し く

みのための試行
しこう

事 業
じぎょう

や研 究
けんきゅう

等
とう

を実施
じっし

する。 

【説 明
せつめい

】 

既
すで

に厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

科学
かがく

研 究 費
けんきゅうひ

、総 合
そうごう

福祉
ふくし

推 進
すいしん

事 業
じぎょう

等
とう

で 先 行
せんこう

研 究
けんきゅう

や

試行
しこう

調 査
ちょうさ

が行
おこな

われているが、加
くわ

えて総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の策 定
さくてい

及
およ

び実施
じっし

に関
かん

する

調 査
ちょうさ

等
とう

のための予算
よさん

確保
かくほ

を行
おこな

う。 

障 害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に代
か

わる新
あら

たな支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組
し く

みの開 発
かいはつ

及
およ

び実施
じっし

に関
かん

しては、試行
しこう

事 業
じぎょう

による検 証
けんしょう

等
とう

、十 分
じゅうぶん

な準 備
じゅんび

を経
へ

るべきであり、またそ

の過程
かてい

は当事者
とうじしゃ

、家族
かぞく

、事
こと

業 者
ぎょうしゃ

に的 確
てきかく

に情 報
じょうほう

提 供
ていきょう

されなければならない。

国
くに

は、そのために必 要
ひつよう

な予算
よさん

を確保
かくほ

する。 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の骨 格
こっかく

や内 容
ないよう

について、当事者向
とうじしゃむ

けの分
わ

かりやすい資 料
しりょう

を

作 成
さくせい

する必 要
ひつよう

がある。作 成
さくせい

に当
あ

たっては、当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

・助 言
じょげん

を受
う

ける。 


